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[bookmark: _fnvy6gpkhd7q]第1章　目的
本設計書は、対象システムの基本設計内容を定義し、発注者及び受注者双方がシステムの機能、画面構成、データ構成、外部連携、非機能要件等について共通認識を形成することを目的とする。
本設計書は、要件定義書及び関連資料に基づき作成されるものであり、詳細設計及び製造工程の基礎資料として利用する。

[bookmark: _wkbn1mf04a9w]第2章　適用範囲
本設計書は、次の内容に適用する。
（1）システム全体構成
（2）画面設計
（3）機能設計
（4）帳票設計
（5）データ設計
（6）外部インターフェース設計
（7）非機能要件
（8）セキュリティ設計
（9）権限設計
（10）その他本システムに必要な基本設計

[bookmark: _lauexj7rc8fr]第3章　システム概要
[bookmark: _54qkr8dmhtjw]システム名称

[bookmark: _kwjkvwyq2h7f]システム目的

[bookmark: _ed4zr5n8j5lb]利用部門

[bookmark: _y637ejszvh9f]利用者

[bookmark: _keb8sbpr04sr]想定利用人数

[bookmark: _mv7zi3wi6gvg]稼働開始予定日

[bookmark: _p74n91og2a10]第4章　システム構成
システム全体の構成は以下のとおりとする。
（1）クライアント
（2）Webサーバー
（3）アプリケーションサーバー
（4）データベースサーバー
（5）バックアップ環境
（6）監視システム
（7）外部クラウドサービス
（8）外部API
構成図は別紙による。

[bookmark: _7x2mgi6d89ag]第5章　機能一覧
本システムは次の主要機能を有する。
（1）ログイン
（2）ユーザー管理
（3）マスタ管理
（4）検索機能
（5）登録・更新・削除
（6）承認機能
（7）通知機能
（8）CSV入出力
（9）帳票出力
（10）管理者機能
必要に応じて個別機能一覧を別紙として管理する。

[bookmark: _refpi1ayx8vz]第6章　画面設計
各画面について次の事項を定義する。
（1）画面ID
（2）画面名称
（3）画面目的
（4）画面遷移
（5）入力項目
（6）表示項目
（7）入力チェック
（8）ボタン動作
（9）エラーメッセージ
（10）備考
画面レイアウトは別紙画面設計書による。

[bookmark: _29v9lkd16bz]第7章　帳票設計
帳票ごとに次の内容を定義する。
（1）帳票ID
（2）帳票名称
（3）出力形式
（4）出力条件
（5）出力タイミング
（6）出力項目
（7）保存方法

[bookmark: _hetz9y9ws1xo]第8章　データ設計
データ設計では次の内容を定義する。
（1）テーブル一覧
（2）項目一覧
（3）データ型
（4）桁数
（5）NULL可否
（6）主キー
（7）外部キー
（8）インデックス
（9）初期値
（10）説明
詳細はデータ定義書による。

[bookmark: _6zjfrx3vtbp9]第9章　外部インターフェース
外部システムとの連携について定義する。
（1）連携先システム
（2）通信方式
（3）通信プロトコル
（4）データ形式
（5）認証方式
（6）送受信タイミング
（7）エラー処理
（8）再送処理

[bookmark: _rz0u71knfgqq]第10章　権限設計
利用者区分ごとに操作可能範囲を定める。
（1）システム管理者
（2）管理者
（3）一般利用者
（4）閲覧専用利用者
各権限ごとの操作範囲は権限一覧表による。

[bookmark: _qawzqt5u68by]第11章　非機能要件
非機能要件は次のとおりとする。
（1）性能要件
（2）可用性
（3）拡張性
（4）保守性
（5）運用性
（6）バックアップ
（7）障害復旧
（8）ログ管理
（9）監視
（10）災害対策

[bookmark: _8e31li7cnueq]第12章　セキュリティ要件
システムは次のセキュリティ要件を満たすものとする。
（1）認証
（2）認可
（3）通信暗号化
（4）パスワード管理
（5）アクセスログ取得
（6）操作ログ取得
（7）不正アクセス対策
（8）脆弱性対策
（9）マルウェア対策
（10）情報漏えい防止

[bookmark: _2gmwo0d928k9]第13章　前提条件及び制約事項
本システムの設計に当たり、次の事項を前提条件とする。
（1）要件定義書の内容に基づくこと。
（2）関係法令及び社内規程を遵守すること。
（3）利用環境は別途定める仕様に従うこと。
（4）追加要件は変更管理手続によるものとする。

[bookmark: _l3l5rjglrwkc]第14章　変更管理
本設計書の変更は、発注者及び受注者が協議の上、書面又は電磁的方法により承認された場合に限り行うものとする。
変更履歴は最新版管理表に記録する。

[bookmark: _cop6rm4z4fs5]第15章　承認
本設計書の内容について、発注者及び受注者は確認の上、承認する。
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